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(57)【要約】
　熱傷創または皮膚擦過傷等の特に面積の大きい少なく
とも1つの損傷を有する個体を治療するための医療製品
（10）であって、その都度の前記損傷を少なくとも部分
的に被覆しおよび／または前記医療製品（10）を前記個
体に固定するための少なくとも1つの機能面（12、12‘
、14）を含むものにおいて、少なくとも1つの前記機能
面（12、12‘）が前記機能面から突出する茎部（18）を
有し、前記茎部の端面側自由末端が付着部を形成し、前
記付着部が少なくとも部分的に前記個体および／または
他の前記機能面（12‘）に主としてファンデルワールス
力によって付着可能であることを特徴とする医療製品。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱傷創または皮膚擦過傷等の特に面積の大きい少なくとも1つの損傷を有する個体を治
療するための医療製品（10）であって、その都度の損傷を少なくとも部分的に被覆しおよ
び／または前記医療製品（10）を前記個体に固定するための少なくとも1つの機能面（12
、12‘、14）を含むものにおいて、
　少なくとも1つの前記機能面（12、12‘）が前記機能面から突出する茎部（18）を有し
、
　前記茎部の端面側自由末端が付着部を形成し、
　前記付着部が少なくとも部分的に前記個体および／または他の前記機能面（12‘）に主
としてファンデルワールス力によって付着可能であることを特徴とする医療製品。
【請求項２】
　前記医療製品（10）が基材（13）を有し、前記基材が少なくとも1つの前記機能面（12
、12‘）を有し、かつ主に帯状シート材として形成されていることを特徴とする請求項１
記載の医療製品。
【請求項３】
　前記医療製品（10）が、前記個体の創傷領域等の前記その都度の損傷を治療しおよび／
または前記その都度の損傷に当接するための少なくとも1つの前記機能面（14）を有する
ことを特徴とする請求項１または２記載の医療製品。
【請求項４】
　前記治療用機能面（14）は、前記その都度の損傷を取り囲む創傷縁領域等の身体領域に
付着する付着部を形成するために、前記茎部（18）を有する少なくとも1つの前記機能面
（12）によって少なくとも部分的に取り囲まれていることを特徴とする請求項３記載の医
療製品。
【請求項５】
　前記治療用機能面（14）は前記その都度の損傷に付着する付着部を形成するための茎部
（18）を付加的に有し、および／または主に穿孔された流体透過性機能層によって覆われ
ており、
　前記機能層は、前記その都度の損傷に向き合うその側に、前記その都度の損傷に付着す
る付着部を形成するための茎部（18）を備えた機能面（12）を有することを特徴とする請
求項３記載の医療製品。
【請求項６】
　前記少なくとも1つの治療用機能面（14）が、熱傷創を治療するための創傷用裏当て等
の治療用裏当て（15）の一部であることを特徴とする請求項３～５のいずれか１項記載の
医療製品。
【請求項７】
　前記少なくとも1つの機能面（12、12‘、14）を覆って前記医療製品（10）の使用のた
め引き剥がすことのできる少なくとも1つの保護層、主に少なくとも1つの保護フィルム（
16）が設けられていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項記載の医療製品。
【請求項８】
　少なくとも前記その都度の機能面（12、12‘）の前記茎部（18）は少なくとも1つのプ
ラスチック材料から形成されており、前記プラスチック材料として利用されているのが主
に無機エラストマー、有機エラストマー、特にポリビニルシロキサン、付加架橋型シリコ
ーンエラストマー、二成分系の態様でも、そしてアクリレートであることを特徴とする請
求項１～７のいずれか１項記載の医療製品。
【請求項９】
　その都度使用される前記プラスチック材料はチキソトロープであり、回転式粘度計で測
定した粘度が7000～15000 mPasであり、しかし剪断率101/secにおいて主に約10000 mPas
の値を有することを特徴とする請求項８記載の医療製品。
【請求項１０】
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　前記その都度の機能面（12、12‘）にcm2当たり少なくとも10000個、しかし主に16000
個の茎部（18）が設けられていることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項記載の医
療製品。
【請求項１１】
　前記茎部（18）はその自由末端が匙器状に解かれていることを特徴とする請求項１～１
０のいずれか１項記載の医療製品。
【請求項１２】
　前記茎部（18）はそれぞれ回転双曲面の形の茎体（20）を有することを特徴とする請求
項１～１０のいずれか１項記載の医療製品。
【請求項１３】
　前記茎部（18）はそれぞれ前記茎体（20）に比べて拡張された頭部（24）を有し、主に
前記拡張頭部（24）の前記付着部に付設された上面は実質平らにまたは僅かに凸状に形成
されていることを特徴とする請求項１～１０、１２のいずれか１項記載の医療製品。
【請求項１４】
　前記茎部（18）および／または前記茎体（20）はそれぞれ高さが50μm～150μm、主に
約90μm、そして直径が10μm～40μm、主に約30μmであることを特徴とする請求項１～１
３のいずれか１項記載の医療製品。
【請求項１５】
　前記茎体（20）に比べて拡張された前記頭部（24）は直径が15μm～70μm、主に約50μ
mであることを特徴とする請求項１３または１４記載の医療製品。
【請求項１６】
　少なくとも部分的に個体および／または他の機能面（12‘）に主としてファンデルワー
ルス力によって付着可能である付着部をその端面側自由末端に形成されて機能面（12、12
‘）から突出した茎部（18）の、熱傷創または皮膚擦過傷等の特に面積の大きい少なくと
も1つの損傷を有する個体を治療するための医療製品（10）での使用。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱傷創または皮膚擦過傷等の特に面積の大きい少なくとも1つの損傷を有す
る個体を治療するための医療製品であって、その都度の損傷を少なくとも部分的に被覆し
および／または医療製品を個体に固定するための少なくとも1つの機能面を含むものに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　このような医療製品は例えば特許文献1により公知である。公知の医療製品は、接着層
を全面に被着された支持フィルムを含む創傷用包帯である。接着層はポリアクリレートま
たはゴムから成り、患者に付着するための接着面もしくは機能面を支持フィルムの縁領域
に形成する。この創傷用包帯は、患者の創傷に載置されるヒドロコロイドを基とする創傷
治療領域を他の機能面として有する。ヒドロコロイドに基づいて創傷治療領域に創成され
る湿った創傷治癒環境は創傷を乾燥させることがなく、創傷を迅速に治癒するための最適
な環境を生成する。
【０００３】
　湿った創傷治癒環境の乾燥を防止し、処置すべき創傷もしくは損傷を外部汚染から遠ざ
けておくために、個体、特に患者に医療製品を良好に付着させて湿気の浸透を阻止する必
要がある。他方で例えば包帯交換時に医療製品を患者から再び取り外す必要があり、その
際患者が損傷したり過度な苦痛に曝されたりしてはならない。特に患者が熱傷創を有する
場合、熱傷創を取り囲む創傷縁領域はきわめて敏感であり、そこに付着した医療製品を取
り去るとき患者にとって強い苦痛の他に既に再生した皮膚層の剥離を生じることがある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】欧州特許出願公開第1 190 723号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、個体に対する医療製品の良好な固定、特に付着が少なくとも1つの機
能面を介して確保されており、同時に、損傷することなく患者にとって極力苦痛なく医療
製品を患者から再び取り去ることが可能となるように医療製品を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題は、請求項1の特徴を有する医療製品の総体によって解決される。本発明に係
る医療製品は、少なくとも1つの機能面が機能面から突出する茎部を有し、茎部の端面側
自由末端が付着部を形成し、この付着部が少なくとも部分的に個体および／または他の機
能面に主としてファンデルワールス力によって付着可能であることを特徴としている。
ファンデルワールス力はファンデルワールスによって命名された分子間力であり、これら
の分子間力は不活性原子と飽和分子との間に弱い結合力として現れる。原子間の相互作用
時にはいわゆる分散力が作用するだけであるのに対して、分子では、誘導されもしくは場
合によって存在する永久双極子モーメントの相互作用（配向効果）が付加的吸引力として
有効である。指摘しておくなら、確かに幾人かの著者はファンデルワールス力を分子間力
の同義語として言及しているが、しかし大多数は、中性分子間のきわめて広範な吸引力の
うちそのエネルギーが分子間距離の6乗で減少する吸引力がファンデルワールス力と理解
される。これらの力は例えばホスト‐ゲスト関係、分子格子結晶、包摂化合物、分子化合
物において有効であり、コロイド化学、界面化学、表面化学等々の諸現象において観察す
ることができる（ROMPPS CHEMIE LEXIKON、第8版、Franckh’sche Verlagshandlung、シ
ュトゥットガルト、参照）。
【０００７】
　ファンデルワールス力による茎部の端面側末端の付着は自然のなかに、例えば足の造形
に基づいて天井の下面や垂直に延びるガラス面に沿っても動くことのできるヤモリの足に
、対応物を見出す。ヤモリの足におけるように百万単位の配列で存在する茎は専門用語で
「剛毛」と称され、茎の自由末端に続く個別繊維または個別フィラメントは「匙器」と称
される。本発明に係る医療製品ではその都度の機能面から突出する茎部が形成されており
、茎部の付着が主として前記ファンデルワールス力によって実現されることによって、バ
イオメカニカルモデルとしてヤモリの足のきわめて良好な付着値が達成される。
【０００８】
　医療製品のその都度の機能面と例えば患者等の個体の身体、代表的には皮膚の当該当接
面との間のファンデルワールス力に基づく付着は、その都度の付着する機能面によって湿
気の浸透を十分に防止し、同時に、力を僅かに加えて患者から機能面を再び剥がし、医療
製品をそっくり取り去ることができる程度の強さに形成されている。個々の茎部に形成さ
れるファンデルワールス力は、患者身体の当接面から機能面を引き剥がすとき、新たに形
成された皮膚層が取り去られる等の望ましくない損傷を何ら生じず、医療製品の再除去を
患者にとって比較的僅かな苦痛で、最適には苦痛なしに行うことができる程度に弱いもの
である。
【０００９】
　個体に直接付着させる代わりに、その都度の機能面が他の機能面に付着し、これにより
個体の当該身体部分に当接する医療製品が選択された位置で定着されるように、本発明に
係る医療製品は個体に定着させることができる。主としてファンデルワールス力によって
付着可能な別の付着部を形成するための茎部も前記他の機能面に形成しておくことができ
る。しかし、少なくとも1つのループ材料から成る一種の不織布を、しかし好ましくは雄
雌付着要素を、または一方の機能面の茎部と協働するための別の好適な固着材料を、前記
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他の機能面に形成することも考えられる。さらに、プラスチック被覆帯材自体の平滑面に
付着させる可能性がある。
【００１０】
　本発明に係る医療製品の好ましい1実施形態では医療製品が基材を有し、この基材は少
なくとも1つの機能面を有し、かつ主に帯状シート材として形成されている。茎部を有す
る少なくとも1つの機能面を備えた基材は工業的規模でごく安価に製造し、幾何学的に希
望する医療製品に相応して裁断することができる。帯状医療製品は相応する身体部分、例
えば腕または指に巻回することによって患者等の個体に簡単に定着させることができる。
茎部を有する少なくとも2つの機能面が望ましくは使用時に患者に向き合う側と使用時に
患者とは反対の側とで帯状医療製品の末端に設けられていることによって、両方の機能面
の着脱自在な結合は、またこうして患者での医療製品の再脱離可能な固定もしくは定着は
、簡単に確保することができる。使用時に患者に向き合う側に基材は茎部を有する機能面
を全面に備えておくことができるが、しかし基材の部分領域にのみこのような機能面を備
えることも考えられる。特に、平滑な背面を有する帯材の茎部および／または頭部はファ
ンデルワールス力に基づいて直接付着することもできる。
【００１１】
　本発明に係る医療製品は有利には、個体の創傷領域等のその都度の損傷を治療しおよび
／または損傷に当接するための少なくとも1つの機能面を有する。治療すべき損傷に応じ
て機能面は湿った創傷治癒環境を生成する物質、創傷滲出液を吸収する物質、損傷領域で
治癒過程を促進する物質、損傷を緩和し温めまたは冷やす物質等々を有する。
【００１２】
　治療用機能面は、その都度の損傷を取り囲む創傷縁領域等の身体領域に付着する付着部
を形成するために、茎部を有する少なくとも1つの機能面によって少なくとも部分的に取
り囲んでおくことができる。選択的に、治療用機能面はその都度の損傷に付着する付着部
を形成するための茎部を付加的に有することができ、および／または主に穿孔された流体
透過性機能層によって覆っておくことができる。その際機能層は、その都度の損傷に向き
合うその側に、その都度の損傷に付着する付着部を形成するための茎部を備えた機能面を
有する。
【００１３】
　こうして機能面は、医療製品を個体に固定しもしくは定着させる他に例えば薬剤によっ
て個体を医学治療するのに一緒に寄与するように機能化される。このような機能面は例え
ば金を蒸着されており、銀粒子等の滅菌媒質を備えており、または医療製品の当接中に損
傷もしくは所定身体領域に逐次投与される薬剤用の流体通路を有する。
【００１４】
　少なくとも1つの治療用機能面は、代表的には熱傷創を治療するための創傷用裏当て等
の治療用裏当ての一部である。治療用裏当ては医療製品の基材に定着させておくことがで
き、選択的に、治療用機能面は基材に直接形成しておくことができる。そのことから得ら
れる利点として、使用可能状態の医療製品は無菌条件のもとで製造し備蓄することができ
る。
【００１５】
　さらに、少なくとも1つの機能面を覆って医療製品使用のため引き剥がすことのできる
少なくとも1つの保護層、主に少なくとも1つの保護フィルムが設けられていると有利であ
る。医療製品の望ましくない汚染と、茎部を有する機能面（単・複）が第三面に付着する
ことは、この保護層によって防止される。
【００１６】
　本発明はさらに機能面から突出する茎部の使用に関するものであり、茎部の端面側自由
末端に付着部が形成されており、この付着部は個体に、および／または他の機能面に、熱
傷創または皮膚擦過傷等の特に面積の大きい少なくとも1つの損傷を有する個体を治療す
るための医療製品に、主としてファンデルワールス力によって少なくとも部分的に付着可
能である。
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【００１７】
　指、前腕および／または上腕に熱傷創を有する患者について実施された研究で判明した
ように、本発明に係る医療製品を使用すると熱傷皮膚もしくは熱傷創の広がり、色合い、
特に発赤、水和作用および層厚が従来の医療製品と比べて著しく改善される。特に、医療
製品を患者から再び取り外しもしくは除去するとき個々の患者の苦痛低減乃至無痛を達成
することができた。
【００１８】
　本発明に係る医療製品の他の好ましい1実施形態では、その都度の機能面の少なくとも
茎部は少なくとも1つのプラスチック材料から形成されており、その際プラスチック材料
として利用されているのは主に無機エラストマー、有機エラストマー、特にポリビニルシ
ロキサン、付加架橋型シリコーンエラストマー、二成分系の態様でも、そしてアクリレー
トである。プラスチック材料が提供する利点として、製造することのできる例えば可撓性
基材は、布絆創膏または包帯に匹敵して、治療すべき個体の強く輪郭賦与された身体部分
に当てて定着させることができる。
【００１９】
　きわめて良好な付着結果が得られるのは、その都度の機能面にcm2当たり少なくとも100
00個、しかし主に16000個の茎部が設けられているときである。茎部は好ましくはそれぞ
れ回転双曲面の形の茎体を有する。さらに茎部はそれぞれ茎体に比べて拡張された頭部を
有することができ、拡張頭部の付着部に付設された端面もしくは上面は主に実質平らにま
たは僅かに凸状に形成されている。これらの措置によって、茎部によって形成される当接
部が個体身体の当該当接面に付着することと、当接面からの引剥しはさらに改善される。
【００２０】
　当該機能面を当接面に付着させるには、茎部の拡張された自由末端を当接面に平面的に
載置すれば十分である。その際主に、著しく短い距離にわたってファンデルワールス力が
作用するだけであるので、茎部の長さは茎部の自由末端が共通平面で成端するように選択
されている。茎部および／または茎体はそれぞれ有利には高さが50μm～150μm、主に約9
0μm、そして直径が10μm～40μm、主に約30μmである。茎体に比べて拡張された頭部は
有利には直径が15μm～70μm、主に約50μmである。
【００２１】
　茎部が折れ曲がって被接触当接面から離れることのあるのを防止するために、茎部は十
分な固有剛性を有する。良好な引剥し特性を確保できるようにするために、拡張された末
端もしくは頭部は適宜な直径低減を介して、茎体に移行する領域で茎体と結合されている
ようにすることができる。こうして移行箇所に一種の関節が生じ、当該機能面に茎体を有
する主に帯状の基材が既に剥がされることになるが、その場合なお付着している頭部はそ
の都度の関節を介して転動運動の意味で剥がし運動に追従し、このことが患者を特別保護
するものと実証された。
【００２２】
　その都度使用されるプラスチック材料がチキソトロピーであるとき、医療製品の製造は
特別好ましいものとすることができる。本発明の趣旨におけるチキソトロピー特性は剪断
負荷段階中の構造強度の低下と、後続の休止段階中の構造強度の多かれ少なかれ迅速かつ
完全な再構成とを意味する。この減退／再構成サイクルは完全な可逆過程であり、チキソ
トロピー特性は時間依存特性と定義することができる。さらに、好ましいと実証されたプ
ラスチック材料は回転式粘度計で測定した粘度が7000～15000 mPasに達するが、しかし剪
断率101/secにおいて主に約10000 mPasの値を有する。さらに自己浄化表面の意味で好ま
しいと実証されたのは、水での湿潤に対するその表面エネルギーのゆえにその接触角度が
少なくとも60度超の値であるプラスチック材料を使用することである。
【００２３】
　本発明のその他の利点や特徴は図と以下の図面説明とから明らかとなる。上記特徴およ
び以下に述べる特徴は任意に組合せて本発明に係る医療製品もしくは本発明に係る使用に
おいて実現しておくことができる。図に示す特徴は純然たる概略であり、寸法どおりのも
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のではない。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１ａ】本発明に係る例示的医療製品をそれぞれ示す。
【図１ｂ】本発明に係る例示的医療製品をそれぞれ示す。
【図２】医療製品の機能面の茎部を具体的に示す図1aの医療製品の要部拡大図である。
【図３】頭部の他に図2に示す茎部を形成する成形キャビティの縦断面図である。
【図４】図3による成形キャビティを有する成形ロールを備えた、本発明に係る医療製品
用の基材材料を製造する装置の側面図である。
【図５ａ】本発明に係る他の例示的医療製品を示す。
【図５ｂ】図5aの医療製品の使用位置における断面図である。
【図６ａ】本発明に係る他の例示的医療製品を示す。
【図６ｂ】医療製品を使用するために引剥し可能な保護フィルムを有する図6aの医療製品
の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図1aが平面図で示す医療製品10は絆創膏の態様に形成されており、使用時に患者等の治
療されるべき個体に向き合う側もしくは患者に当接して付着する側に、付着用機能面12と
被覆すべき損傷を治療するための他の機能面14とを有する。機能面12、14はそれぞれ矩形
に、図示例では正方形に形成されており、一方の機能面12が他の機能面14を取り囲みかつ
医療製品10の縁領域で患者身体の当接面等の個体への付着を可能とするように互いに配置
されている。
【００２６】
　図1aの医療製品10の図1bに示す断面図が示すように、一方の機能面12は基材13に形成さ
れ、他の機能面14は治療用裏当て15に形成されている。治療用裏当て15は例えば創傷滲出
液を受容するように、すなわち吸収性に、形成しておくことができる。医療製品10全体は
プラスチック材料から成る基材13と、治療用裏当て15と、機能面12、14を覆う保護フィル
ム16の態様の保護層とでサンドイッチ状に構成されている。保護フィルム16は紙および／
またはプラスチックから製造されており、医療製品10を使用するために機能面12、14から
取り去られる。望ましくは治療用裏当て15が基材13と強固に結合され、例えば貼付けられ
ている。しかし、基材13と治療用裏当て15との間の結合面は機能面12に相応して、すなわ
ち茎部を、備えることも考えられ、こうして包帯交換時には治療用裏当て15のみを交換し
、基材13は再使用することができよう。
【００２７】
　医療製品10と基材13の形状は、そして相応に治療用裏当て15の形状はさまざまに、例え
ば円形、楕円形、正方形、矩形、三角形等々を選択可能である。機能面12、14の数と寸法
は所望する応用分野と付着力に求められる要件とに応じて選択される。医療製品10の縁領
域に設けられる機能面12は患者の身体、代表的には皮膚、に対する良好な製品付着を示し
、こうして例えば外部からの汚染の侵入や乾燥から治療用裏当て15を保護する。機能面12
の微細構造が図2に示してある。基材13の機能面12に形成される茎部18はそれぞれ機能面1
2から突出し、茎体20と茎体20を機能面12に結合する足部22と足部22とは反対側で茎体20
に比べて拡張された頭部24とを有する。各頭部24の端面もしくは上面は、図2に両方向矢
印で示したように、図2に図示しない付設された当接面とで、例えば皮膚面または創傷面
の態様でも、ファンデルワールス力を形成するための有効面となる。
【００２８】
　茎部18の寸法比を明確にするために、図2にXで示した長さは約100μmの寸法に一致して
いる。基材13の機能面12から頭部24の平坦な上面もしくは端面での茎部18の成端部まで計
算して茎部18はそれぞれ高さが約100μmであり、これは図2の寸法尺度Xに一致している。
頭部24の平坦な上面はそれぞれ直径が約50μmであり、各茎体20の上端の方向で約30μmの
寸法に低減している。その限りで各頭部24と各茎体20との間の移行箇所に一種のアンダカ
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ットが形成されている。頭部24はそれぞれ高さが約10μm、付属する茎体20の上端に対す
る頭部24の半径方向張出し寸法は約10μmである。相隣接して対向する頭部24の境界間の
距離は30μm～40μm、茎体20の直径はそれぞれ約20μm～35μmである。
【００２９】
　このような寸法比は単なる例示であり、指摘した寸法範囲内で変更することができる。
いずれにしても、機能面12が任意種類の当接面と接触する限り、ファンデルワールス力の
作用を可能とする平坦なまたは弱凸状の端面もしくは上面を頭部24がそれぞれ有すること
を確保しておかねばならない。工業的に製造可能な当接部品の場合、茎部18のナノ形状の
ゆえに茎部は裸眼ではもはや認識できず、意外なことに、茎部18から成る構造体に基づい
てファンデルワールス力を介してごく確実な着脱自在な付着が起きる。
【００３０】
　頭部24も茎部20も横断面が方形で、特に六角形横断面形状を備えておくことができ、各
茎部18の縦横比は主に1：3～1：5である。個々の茎部18の形状は図3から読み取ることが
でき、この図は足部22と茎体20と茎体20に比べて拡張された頭部24とを有する茎部18を形
成するための成形キャビティ26を縦断面図で示している。図3はやはり成形キャビティ26
の縦断面図であり、この縦断面図で対向図示された境界壁30は凸面状軌線を有する。成形
されるべき頭部24の方向で軌線の曲率は、茎体20を基材13と結合する足部22の方向におけ
るよりも強く実施されている。茎部18は基材13に形成される機能面12から突出している。
【００３１】
　特別有利であると実証されたのは、茎体20の縦方向で頭部24の方向を見て中心よりも上
方、主に上側3分の1にその最大曲率を有するように境界壁30の軌線を設けることである。
茎部18を形成するためにプラスチック材料は成形キャビティ26に押し込まれ、そこで静止
状態となって凝固し、もしくはそこで少なくとも部分的に硬化する。回転双曲面の賦形に
起因した中央狭隘部28は、さらに狭まった箇所で茎体20と頭部24との間に一種の関節が生
じることになるようにさらに狭めることができる。このような関節はファンデルワールス
付着系にとって好都合である。
【００３２】
　図4は本発明に係る医療製品用のもしくは本発明により使用するための基材材料46を製
造する装置の諸部品を略図で示す。成形ロール34の外周面側に配置されるスクリーン32が
多数の成形キャビティ26を有し、成形キャビティはそれぞれ図3に示す形状を有する。成
形ロール34は第1回転方向36で反時計回りに回動可能もしくは回転可能である。さらに加
圧ロール38が設けられており、この加圧ロールは第2回転方向40で時計回りに回動可能も
しくは回転可能であり、成形ロール34に関して、成形隙間44を生じるように配置されてい
る。塑性液状プラスチック材料および／またはチキソトロピープラスチック材料用供給機
構としてノズルヘッド42が設けられている。このノズルヘッド42から基材材料46は移送隙
間44へと送られ、加圧ロール38から加えられる圧力によって、成形ロール34に向き合う側
でスクリーン32の成形キャビティ26に押し込まれる。基材材料46の成形ロール34に割り当
てられた側が基材13の機能面12を規定する。成形キャビティ26に押し込まれたプラスチッ
ク材料は成形隙間44から転向ロール48に至る路程で少なくとも部分的に硬化し、相応に成
形されて基材13に一体に形成された茎部18が成形キャビティ26から引き出される。
【００３３】
　図4に示す装置によって基材材料46は、もしくは機能面12から突出する茎部18を有する
基材13は、エンドレス材料として製造することができ、転向ロール48に続く図4に示さな
い切断機構において選択した寸法に応じて裁断することができる。ノズルヘッド42を介し
て供給される基材材料46は一種のプラスチック帯材とすることができる。成形ロール34の
スクリーン32の成形キャビティ26は基材13の茎部18の構成および配置に応じて配置されて
いる。成形キャビティ26は代表的には成形ロール34の外周面に規則的に分布しており、成
形キャビティ26はスクリーン32のcm2当たり主に10000個を超える。
【００３４】
　しかし医療応用において特別有利であると実証されたのは医療製品として図2の図示に
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よる製品を利用することであり、それもしかも、各茎体20の主に拡張されたその頭部24が
創傷領域もしくは患者の身体部分、皮膚部分等の損傷に直接当接し、機能面12が創傷領域
を完全に被覆するように利用することである。機能面12を有する基材13が巻取り帯材の態
様に形成されているなら、患者身体のその都度の創傷領域は巻回することもでき、こうし
て創傷領域の完全遮蔽が達成され、創傷領域での頭部24の微細反復付着に基づいて基材帯
材もしくは基材13は創傷箇所から苦痛なく再び取り去って新たな帯材と交換することがで
きる。
【００３５】
　選択されたプラスチック材料のゆえに、図2に一部示した製品全体もしくは医療製品10
はその化学的、物理的性質の点から皮膚構造に類似していると感じられ、こうして得られ
る一種の人工皮膚は欠落した人体皮膚または動物構造を少なくとも長期間にわたって補う
ことができる。特に創傷領域での感染は本発明に係る被覆材によって確実に防止されてい
る。拡張された頭部24の代わりに、円筒状に形成された茎部の各末端を裂いて（図示しな
い）個別フィラメントとし、ファンデルワールス力による個別フィラメントの付着を行う
ことができる。
【００３６】
　図5aが斜視図で示す他の医療製品10は包帯の態様で帯状シート材として形成されている
。帯状基材13はその両方の末端にそれぞれ機能面12、12‘を有し、そのうち一方の機能面
12は基材13の、使用時に被治療患者に向き合う側もしくは患者に当接する側に形成されて
おり、他方の機能面12‘は基材13の、使用時に被治療患者とは反対の側に形成されている
。医療製品10の図5bに示す使用位置において帯状基材13は半径方向で図5bに示さない患者
身体部分に巻き付けられ、基材13の末端領域が部分的に重なることとなり、両方の機能面
12、12‘は重なり状態とすることができる。機能面12、12‘の重なり状態によって、図5b
に示すように基材13の末端に着脱自在なファスナーが形成され、医療製品10は半径方向押
付力によって患者に定着される。
【００３７】
　自明のことであるが、医療製品10の使用位置のとき半径方向内側にある機能面12は基材
13の当該面に全面で形成しておくことができる。さらに、使用位置のとき半径方向外側に
ある他方の機能面12‘は基材13の当該側に全面で形成しておくことができ、これにより医
療製品10は患者の異なる大きさの身体部分に柔軟に当接させてそこに定着させることがで
きる。さらに、基材13の少なくとも部分的に上下で重なる層をその都度の身体部分に多重
もしくは多層に巻回して基材をその都度の位置で定着させることができる。図5bには患者
身体部分の周りでの基材13の単巻が示してあるが、しかし多重巻も可能である。
【００３８】
　図6aに斜視図で示す他の医療製品10が図5aに示す実施例と相違しているのは、一方の機
能面12が基材13の、使用時に患者に向き合う側に全面で形成されていることによってであ
る。さらに、基材13の当該側の中央領域には創傷を治療するための他の実質矩形の機能面
14が形成されている。一方の機能面12も、他の機能面14も、主としてファンデルワールス
力によって付着を生じるための（図6aには図示しない）茎部、頭部を備えた図2に示す表
面構造を有する。
【００３９】
　図6bに示す医療製品10の断面図では機能面12、12‘、14の茎部18が過大に図示されてい
る。創傷を治療するための他の機能用裏当て15が基材13に埋設されており、この機能用裏
当ては例えば創傷領域に投与されるべき薬剤を含んでいる。基材13内の流体通路19を介し
て機能面14は使用時に患者に当接可能であり、治療用裏当て15に含まれた薬剤は相応に投
与可能である。基材13の治療用裏当て15を受容する内部空間から機能面14へと通じた流体
通路19は、図6aに示すように機能面14の領域で基材13に一種の穿孔を形成する。
【００４０】
　機能面12、12‘、14は医療製品10の使用前、より正確には患者に当接させて定着させる
前、保護フィルム16によって保護されている。図示実施例において機能面12、12‘、14用
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された2つの保護フィルムを基材13の両方の側に設けることも考えられる。他の機能面12
‘に対向する末端で保護フィルム16は基材13に対して張出し量を有し、これにより、基材
13もしくは機能面12、12‘から引き剥がすために操作員、特に医療専門員が保護フィルム
16を握りもしくは掴むことが容易となる。
【００４１】
　最も簡単な事例において医療機能面は基材帯材によって形成されており、その場合基材
帯材の片面で茎部18が突出している。次に創傷状況に応じて、茎部18を有する面は創傷に
載置し、または基材帯材の反対側の平滑裏面に載置することができる。個体の身体部分に
基材帯材を巻き付けると、突出した茎部18は基材帯材の平滑裏面への付着を引き受けるこ
とができ、巻付け力の度合いがごく簡単に帯材で調整可能であることはその都度の個体に
とってきわめて快適であり、巻付け力は必要に応じてごく緩い巻付けからごくしっかりし
た巻付けに至るまで規定することができる。
【００４２】
　ファンデルワールス力による茎部自由末端の付着に言及される限り、これは、各茎部の
端面側自由末端がこのような付着を引き受け得ることを意味する。しかし、円筒状に形成
される茎部の自由末端を多数の個別フィラメントに分割し、こうして付着を可能とする可
能性もある。しかし既に述べたように茎部の自由頭端は茎部の直径から拡張させ、多角形
等の任意形状、規則的形状、また円筒形状または楕円形状、三つ葉構造または菊形状等の
特殊形状とすることもできる。上記フィルムウエブは多層に構成しておくこともでき、茎
部、頭部を有する側にも裏面にも被膜を有することができる。
【００４３】
　本願で個体に言及される限り、これは患者に関係し、動物にも関係しており、創傷用帯
材の良好な付着特性に基づいて、この創傷用帯材が魚類飼育分野でさえ完全に利用可能で
あると期待することができる。さらに新たな研究が示したように、基材帯材は殆ど一種の
皮膚代用品として利用することができ、薄いフィルム形状を考慮して帯材は皮膚・組織部
分と縁側で縫合しまたは縫い込むことができ、こうして眼病治療分野やその他の形成外科
分野を含む手術分野においてその他の応用が可能である。さらに、内部の創傷領域、手術
領域も帯状フィルム材料で全面を被覆することができ、出血も効果的に制御することがで
きる。
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